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高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課
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各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

12
ペ
ー
ジ
）

【
高
齢
者
へ
の
配
食
サ
ー
ビ
ス
】

容
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
昼
食
の
提

供（
週
３
回
ま
で
）　

対
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
、
調
理
が

困
難
な
人　

※
提
供
が
必
要
か
否
か
を
判
断

す
る
た
め
、
身
体
状
況
な
ど
を
調
査
し
ま
す

料
１
食
５
０
０
円（
米
飯
含
む
）	

※
米
飯
な

し
は
４
５
０
円

【
高
齢
者
へ
の
日
常
生
活
用
具
購
入
費
助
成
】

容
次
の
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る
人
に
対
し
、

安
全
に
日
常
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
生

活
用
具
を
購
入
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成

対
▽
対
象
者
：
①
お
お
む
ね
65
歳
以
上
で

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
②
認
知
症
ま
た
は

身
体
機
能
の
低
下
に
よ
り
防
火
な
ど
へ
の
配

慮
が
必
要
な
人
③
市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

▽
対
象
品
目
：
電
磁
調
理
器（
１
台
）、
自

福　
　

祉

動
消
火
器（
２
台
ま
で
）の
ど
ち
ら
か
１
品

目　

額
電
磁
調
理
器（
助
成
対
象
額
３
万
円

ま
で
）、
自
動
消
火
器（
助
成
対
象
額
２
万

円
ま
で
）の
助
成
対
象
額
の
う
ち
、
10
分
の

９
に
相
当
す
る
額　

※
申
請
に
は
購
入
日
、

申
請
者
お
よ
び
販
売
店
舗
名
の
記
入
さ
れ
た

領
収
書
が
必
要
で
す

【
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
助
成
】

容
高
齢
者
自
身
の
生
き
が
い
を
高
め
、
健

康
づ
く
り
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
地
域
を
豊

か
に
す
る
活
動
を
行
う
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動

費
を
一
部
助
成　

条
お
お
む
ね
60
歳
以
上

の
会
員
30
人
以
上
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
要

件
が
変
わ
り
ま
し
た

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
、
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
お
よ
び

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
新

規
入
所
要
件
が
「
原
則
要
介
護
３
か
ら
要
介

護
５
の
人
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、
施
設
が

設
置
す
る
入
所
選
考
委
員
会
で
「
自
宅
等
で

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
」
と
認
め
ら

れ
る
人
は
、
要
介
護
１
・
２
で
も
入
所
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

▼
認
知
症
や
知
的
障
が
い
・
精
神
障
が
い
が

あ
り
、
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
よ
う
な

症
状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
頻

繁
に
み
ら
れ
る
こ
と

▼
家
族
に
よ
る
深
刻
な
虐
待
が
疑
わ
れ
る
な

ど
、
心
身
の
安
全
・
安
心
の
確
保
が
困
難

で
あ
る
こ
と

▼
単
身
世
帯
、
同
居
家
族
が
高
齢
ま
た
は
病

弱
な
ど
、
家
族
な
ど
に
よ
る
支
援
が
期
待

で
き
ず
、
地
域
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
生

活
支
援
の
供
給
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課
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７-
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３
４
５
４

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

安
心
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
事
業
（
緊
急

通
報
受
信
サ
ー
ビ
ス
）

容
急
病
な
ど
の
緊
急
時
に
通
報
す
る
装
置
を

設
置
し
、
通
報
を
受
信
し
た
際
は
協
力
員
な

ど
が
急
行
し
て
容
態
確
認
な
ど
を
行
い
ま
す
。

利
用
に
は
協
力
員
２
人
以
上
の
登
録
が
必
要

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

の
高
齢
者
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
な
ど

料
３
０
０
円
／
月
、
ま
た
は
８
０
０
円
／
月

（
所
得
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す
）

※
平
成
27
年
2
月
4
日
か
ら
、
通
報
受
信
セ

ン
タ
ー
の
社
名
が
「
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
あ
ん
し
ん

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト（
株
）」
に
変
わ
り
ま
し
た

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課
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８
５
７-

20-

３
４
５
３

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

12
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（

12
ペ
ー
ジ
）

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
の
入
学
支
度
金

対
ひ
と
り
親
家
庭
で
平
成
27
年
４
月
に
小
・

中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
の
い
る
、
所
得
税

（
平
成
25
年
中
）非
課
税
世
帯（
生
活
保
護
世

帯
は
対
象
外
）　

額
１
万
円
／
児
童
１
人　

受
４
月
８
日（
水
）〜
24
日（
金
）　

持
印
鑑

（
認
印
）、
保
護
者
名
義
の
銀
行
預
金
通
帳（
銀

行
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
）

①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

　

→「
児
童
扶
養
手
当
証
書
」を
持
参

②
母
ま
た
は
父
の
死
亡
に
よ
り
遺
族
年
金
を
受

　

け
て
い
る
人
→「
遺
族
年
金
証
書
」を
持
参

③
右
記
①
、
②
以
外
は
戸
籍
謄
本
を
持
参

※
①
、
②
の
場
合
、
戸
籍
謄
本
は
不
要
。

　

な
お
、
こ
の
他
に
も
証
明
書
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
５

認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い 

　

〜
毎
月
第
２
金
曜
日
開
催
〜

時
４
月
10
日（
金
）10:

00
〜
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館（
富
安
二
丁
目
）　

容
本
人
や
家
族
が
認
知
症
の
問
題
や
介
護

悩
み
な
ど
の
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を

す
る
場　

料
無
料

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
次
の
各
セ
ン
タ

ー
で
も
受
け
て
い
ま
す
。

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

毎
週
月
〜
金　

10:

00
〜
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

こころの病気でリハビリ中の人へ
〜デイケア（サロン）に参加してみませんか？〜
対  象　精神科通院中の方、人中に出るのが苦手な人など
内  容　レクリエーション、学習会、相談など
　下記の3地域で開催しますので、気軽に参加してくだ
さい。また、生活のしづらさや困りごとなどがありまし
たら随時ご相談ください。
▶東部地域（鳥取・国府・福部）デイケア
　と　き　毎週火曜日　13:30 〜 15:00
　ところ　さわやか会館（富安二丁目）
　問駅南庁舎障がい福祉課	 	0857-20-3474	 	0857-20-3406
　　	鳥取東健康福祉センター・福部町総合支所市民福祉課

（ 12ページ）
▶南部地域（河原・用瀬・佐治）デイケア（要予約）
　と　き　毎月1回	(金曜日)	開催月により会場及び時間が異なります。
　問河原・用瀬・佐治町総合支所市民福祉課（ 12ページ）
▶西部地域（気高・鹿野・青谷）デイケア（要予約）
　と　き　毎月1回	(木曜日)	開催月により会場及び時間が異なります。
　問気高・鹿野・青谷町総合支所市民福祉課（ 12ページ）

ミニ講座のご案内
☆各地域に出張し、こころの病気についての啓発講座を開催
　人数の多少にかかわらず、小グループでも開催いたし
ますので、ご希望の地域でお申し込みください。講師（精
神科看護師など）派遣料は不要です。
問駅南庁舎障がい福祉課	 	0857-20-3474	 	0857-20-3406

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」日
帰
り
研
修

時
４
月
15
日（
水
）10:

00
〜
15:

00　

所
さ

ざ
ん
か
会
館（
富
安
二
丁
目
）玄
関
前
9:

50

集
合　

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関

心
の
あ
る
人　

容
日
帰
り
研
修（
岩
井
で
花

見
、岩
井
窯
、食
事
な
ど
）　

料
１
５
０
０
円

（
食
事
代
他
）　

募
４
月
10
日（
金
）ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局

（
市
役
所
駅
南
庁
舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

赤
十
字
の
活
動
に
ご
協
力
を

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
世
界
１
８
９
カ
国
に

設
立
さ
れ
て
い
る
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の

１
つ
と
し
て
、
人
道
的
任
務
を
達
成
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
国
内

外
の
災
害
や
紛
争
な
ど
に
お
い
て
、
被
災
地

で
の
救
護
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
本
市
で

も
、
罹
災
者
へ
の
お
見
舞
い
品
の
提
供
、
救

急
法
の
地
域
講
習
会
へ
の
協
力
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
は
、
市
民
の
み
な
さ

ん
か
ら
の
資
金
提
供
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
活
動
へ
資
金
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
】

　

赤
十
字
事
業
に
賛
同
し
、
毎
年
、
資
金
協

力
し
て
い
た
だ
く
方
に
よ
る
「
社
費
」
と
、

広
く
ご
提
供
い
た
だ
く
「
寄
付
金
」
を
併
せ

て
、「
社
資
」と
し
て
資
金
を
募
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
も
、
自
治
会
・
町
内
会
を
通
じ
て

社
資
を
募
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
個
別
に
社
資
募
集
に
応
じ

て
い
た
だ
け
る
場
合
は
、
下
記
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
日
赤
鳥
取
県
支
部
鳥
取
市
地
区（
駅
南
庁

舎
高
齢
社
会
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
１

日
赤
鳥
取
県
支
部（
県
庁
第
二
庁
舎
）

	

０
８
５
７-

22-

４
４
６
６

重
度
障
が
い
者（
児
）タ
ク
シ
ー

利
用
助
成

　

平
成
27
年
度
の
重
度
障
が
い
者（
児
）タ

ク
シ
ー
利
用
券（
水
色
）
を
交
付
し
ま
す
。

利
用
券（
初
乗
り
運
賃
相
当
分
）は
、
月
当

た
り
４
枚
、
申
請
月
か
ら
平
成
28
年
３
月
ま

で
の
月
数
に
応
じ
た
枚
数
を
お
渡
し
し
ま
す

（
４
月
に
申
請
の
場
合
は
、
４
枚
×
12
カ
月

＝
48
枚
）。な
お
、平
成
26
年
度
の
利
用
券（
黄

色
）は
、
４
月
以
降
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

対
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
ま
た
は
療
育

手
帳
Ａ
の
所
持
者
で
、
４
月
時
点
で
平
成
25

年
所
得
に
係
る
所
得
税
が
非
課
税
で
、
か
つ
、

平
成
26
年
度
の
個
人
市
民
税
が
非
課
税
の
人
。

※
な
お
、
平
成
27
年
７
月
以
降
に
新
た
に
要

件
に
該
当
と
な
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
６

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

12
ペ
ー
ジ
）

国民年金保険料が
変わります
■平成27年度は、月額1万5590円です
　国民年金保険料は平成29年度まで毎年段階的に引き
上げられます。平成27年度の保険料は1万5590円（前
年度から340円引き上げ）です。
※納付書（一括払い用納付書も同封）は、４月上旬に日
本年金機構から郵送されます。

■学生納付特例の手続きはお早めに
　学生を対象に、保険料の納付を猶予（延期）する学生
納付特例制度があります。新たにこの制度の適用を受
けようとする人は、下記のものを持参のうえ、市役所
駅南庁舎保険年金課（22番窓口）または、各総合支所市
民福祉課で申請してください（住所を市外においている
場合は、住所地の市町村役場で手続きしてください）。

必要なもの
・年金手帳または年金保険料納付書
・学生証または在学証明書（申請年度に発行
のもの）

※本人以外が届け出する場合は、本人の印鑑と窓口で
手続きする人の身分証明書（免許証など）が必要とな
ります。
※特例期間は障害基礎年金などの受給資格対象期間に
算入されますが、年金受給額には反映されません。
特例を受けてから10年以内は納付（追納）できます
ので、早めの納付をお勧めします。なお、その場合、
3年度目以降は保険料に猶予期間の利息相当額が加
算されます。

問鳥取年金事務所　 0857-27-8311
	 駅南庁舎保険年金課
	0857-20-3484		 	0857-20-3407


